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文 教 福 祉 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日　時　　令和５年３月１６日（木曜日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時　０分　開議 

場　所　　水戸市議会　第３委員会室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３５分　散会 

──────────────────────── 

付託事件 

　議案第３号，議案第８号，議案第９号，議案第１０号，議案第１１号，議案第１２号，議案第１３号，議

案第１４号，議案第１７号，議案第１８号，議案第１９号中第１表中歳出中第３款中文教福祉委員会所管

分，第４款中文教福祉委員会所管分及び第１０款中文教福祉委員会所管分並びに第３表債務負担行為中文

教福祉委員会所管分，議案第２０号，議案第２５号，議案第２６号，議案第２７号，議案第２８号，議案

第３３号中第１表中歳出中第３款，第４款中文教福祉委員会所管分及び第１０款中文教福祉委員会所管分

並びに第２表継続費補正中第３款及び第１０款並びに第３表債務負担行為補正中文教福祉委員会所管分，議

案第３４号，報告第１号中別表中歳出 

──────────────────────── 

１　本日の会議に付した事件 

　(1) 議案審査 

　　①　議案第　３号　水戸市動物愛護基金条例 

　　②　議案第　８号　水戸市指定通所支援事業等基準条例の一部を改正する条例 

　　③　議案第　９号　水戸市児童福祉施設基準条例の一部を改正する条例 

　　④　議案第１０号　水戸市認定こども園の認定要件を定める条例の一部を改正する条例 

　　⑤　議案第１１号　水戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

　　⑥　議案第１２号　水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

　　⑦　議案第１３号　水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

　　⑧　議案第１４号　水戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

　　⑨　議案第１７号　水戸市立博物館条例の一部を改正する条例 

　　⑩　議案第１８号　水戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

　　⑪　議案第１９号　令和５年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第３款（民生費）中文教福祉委員

会所管分，第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文

教福祉委員会所管分並びに第３表債務負担行為中文教福祉委員会所管分 

　　⑫　議案第２０号　令和５年度水戸市国民健康保険会計予算 

　　⑬　議案第２５号　令和５年度水戸市介護保険会計予算 
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　　⑭　議案第２６号　令和５年度水戸市介護サービス事業会計予算 

　　⑮　議案第２７号　令和５年度水戸市後期高齢者医療会計予算 

　　⑯　議案第２８号　令和５年度水戸市母子父子寡婦福祉資金会計予算 

　　⑰　議案第３３号　令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）中第１表中歳出中第３款（民生

費），第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福

祉委員会所管分並びに第２表継続費補正中第３款（民生費）及び第１０款（教育

費）並びに第３表債務負担行為補正中文教福祉委員会所管分 

　　⑱　議案第３４号　令和４年度水戸市国民健康保険会計補正予算（第２号） 

　　⑲　報告第　１号　専決処分について（令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１０号））中別表中歳

出 

２　出席委員（６名） 

　　委　員　長　　　袴　　塚　　孝　　雄　　君　　　副 委 員 長　　　森　　　　　正　　慶　　君 

　　委　　　員　　　萩　　谷　　慎　　一　　君　　　委　　　員　　　土　　田　　記 代 美　　君 

　　委　　　員　　　黒　　木　　　　　勇　　君　　　委　　　員　　　田　　口　　米　　蔵　　君 

３　欠席委員（なし） 

４　委員外議員出席者（なし） 

５　説明のため出席した者の職，氏名 

 副 市 長 秋　　葉　　宗　　志　　君

 
福 祉 部 長 兼 
福祉事務所長

横 須 賀　　好　　洋　　君

福祉部副部長 
兼福祉事務所 
副所長(福祉総務 
課長事務取扱）

田　　中　　誠　　一　　君

 福 祉 部 
福祉事務所参事兼 
福祉指導課長

大 久 保　　克　　哉　　君 生活福祉課長 櫻　　井　　　　　学　　君

 障害福祉課長 平　　澤　　健　　一　　君 高齢福祉課長 小　　林　　か お り　　君

 介護保険課長 髙　　橋　　慎　　一　　君

 こども部長兼 
福 祉 事 務 所 
担 当 所 長

柴　　﨑　　佳　　子　　君
こ ど も 部 
福祉事務所参事兼 
子育て支援課長

野　　口　　奈 津 子　　君

 こども政策課長 深　　谷　　貴　　美　　君 幼児保育課長 松　　本　　　　　崇　　君

 
保健医療部長 大 曽 根　　明　　子　　君

保 健 医 療 部 
副 部 長

小　　林　　秀 一 郎　　君

 
保 健 所 長 土　　井　　幹　　雄　　君

保 健 医 療 部 
保健所参事兼
保健総務課長

三　　宅　　陽　　子　　君

 保 健 医 療 部 
保健所技監兼
保健衛生課長

前　　田　　　　　亨　　君 地域保健課長 堀　　江　　博　　之　　君
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６　事務局職員出席者 

 

 保健予防課長 大　　図　　要　　之　　君 国保年金課長 関　　根　　　　　豊　　君

 教 育 長 志　　田　　晴　　美　　君 教 育 部 長 三　　宅　　　　　修　　君

 教育委員会事務局 
教育部参事兼
教育企画課長

菊　　池　　浩　　康　　君
教育委員会事務局 
教育部参事兼
学校保健給食課長

小　　川　　佐 栄 子　　君

 教育委員会事務局 
教育部参事兼
歴史文化財課長

小　　川　　邦　　明　　君
総合教育研究
所 長

春　　原　　孝　　政　　君

 学校管理課長 細　　谷　　康　　之　　君 学校施設課長 和　　田　　英　　嗣　　君

 生涯学習課長 湯　　澤　　康　　一　　君 中央図書館長 林　　　　　栄　　一　　君

 教育研究課長 野　　澤　　昌　　永　　君

 議 事 課 長 大　　嶋　　　　　実　　君 書 記 樫　　原　　和　　則　　君
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午前１０時　０分　開議 

○袴塚委員長　それでは，おはようございます。 

　定足数に達しておりますので，ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

　議事に先立ちまして，鴨志田教育部参事が公務出張のため欠席との連絡がありましたので，御報告を申し

上げます。 

　一般傍聴人，また，カメラの撮影はございませんので，御了承願います。 

　それでは，これより議事に入ります。 

　さきの本会議において当委員会に付託されました案件は，議場で配付されました議案審査分担表のとおり，

議案第３号ほか１８件であります。 

　それでは，審査の進め方についてお諮りをいたします。委員会の審査日程が３日間となっておりますの

で,本日は執行部に提出議案の説明を求め，明日質疑を行い，そして２０日月曜日に御意見等を伺った後に

採決を行いたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○袴塚委員長　御異議なしと認め，そのように進めさせていただきます。 

　次に，お諮りをいたします。当委員会に付託となっております議案第３号のほか１８件を一括議題とした

いと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○袴塚委員長　御異議なしと認め，そのように進めさせていただきます。 

　それでは，これより執行部から順次，提出議案の説明を願います。 

　まず初めに，議案第３号　水戸市動物愛護基金条例について，執行部から説明を願います。 

　前田技監兼保健衛生課長。 

○前田保健医療部保健所技監兼保健衛生課長　それでは，議案書①の６１ページをお開き願います。 

　市議会議案第３号　水戸市動物愛護基金条例につきまして，保健衛生課提出の資料により御説明いたしま

す。 

　初めに，１の制定理由でございますが，令和４年７月１日から動物愛護推進のため，寄附金を募集したと

ころ，多額の寄附が集まっております。今後も寄附金の募集を通じた啓発活動によりまして，継続して寄附

が見込まれることや，寄附してくださった方々の水戸市を応援する気持ちに応えるために，寄附金の有効活

用を図る必要がございます。そのため，寄附金については，動物の愛護及び管理に関する事業の推進を図る

ための財源に充てるため，地方自治法第２４１条第１項の規定に基づきまして，水戸市動物愛護基金を設置

するものでございます。 

　次に，主な制定内容でございます。 

　第２条におきましては，動物愛護の推進を目的とした寄附金を基金に積み立てることを規定しております。

第３条におきましては，基金に属する現金の管理方法に関する規定でございます。第６条におきましては，

基金の処分に関する規定でございます。 

　３の施行期日につきましては，公布の日からでございます。 
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　議案書①の６１ページを御覧願います。 

　全７条で構成されておりますが，地方自治法第２４１条に基づき規定しておりますことから，既に制定さ

れております複数の市基金条例とおおむね同じ内容となってございます。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第８号　水戸市指定通所支援事業等基準条例の一部を改正する条例について，執行部から説明

を願います。 

　平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長　それでは，議案第８号　水戸市指定通所支援事業等基準条例の一部を改正する条例に

つきまして，御説明を申し上げます。 

　令和５年第１回水戸市議会議案書①の７９ページをお開き願います。 

　詳細につきましては，福祉部障害福祉課提出の議案第８号参考資料により御説明いたします。参考資料を

御覧ください。 

　初めに，資料２ページをお開き願います。 

　参考の表に，この条例における指定通所支援事業等に係るサービスの種類及び内容を記載しております。

御参考としていただきますようお願い申し上げます。 

　１ページにお戻りいただきまして，１の改正理由でございますが，国におきましては，児童福祉法等の一

部を改正する法律が，令和４年通常国会において可決，成立いたしました。この法律において，児童福祉施

設等の運営に関する基準について，国が定める基準に従い，本市の条例で定める事項として，児童の安全の

確保に関するものを追加いたしました。 

　また，令和４年９月には，静岡県牧之原市において，認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子ども

が亡くなるという痛ましい事案が発生しており，バスの送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規定を加え，

条例改正が行われました。これらにより，国が定める児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員，設備

及び運営に関する基準の改正に伴い，関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容でございますが，基準省令に従い定めるべきものについて，基準省令のとおり規定をす

るものでございます。表に従い，項目ごとに御説明をしてまいります。 

　初めに，従業者の員数でございますが，対象となるサービスは，指定児童発達支援，基準該当児童発達支

援及び指定医療型児童発達支援でございます。改正の内容は，保育所等に入所する児童と指定児童発達支援

事業所等に通所する障害児を交流させるときは，障害児の支援に支障がない場合に限り，障害児を直接支援

する従業者を，保育所等に入所する児童への保育に併せて従事させることができるものとするものでござい

ます。 

　次に，安全計画の策定等でございますが，対象となるサービスは，指定通所支援事業全般でございます。

改正の内容は，指定児童発達支援事業所等における障害児の安全の確保に関する計画を策定し，従業者等に

周知するとともに，従業者に対する研修及び訓練の実施等の措置を講ずるものとするものでございます。

１年間の経過措置を設けております。 
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　次に，自動車を運行する場合の所在の確認でございますが，対象となるサービスは，指定通所支援事業全

般でございます。改正の内容は，指定児童発達支援事業者等が事業所外の活動等のため自動車を運行すると

きは，乗車及び降車の際に点呼等により障害児の所在を確認するとするものでございます。 

　同項目２段目の対象となるサービスは，指定通所支援事業全般から指定居宅訪問型児童発達支援及び指定

保育所等訪問支援を除いたものでございます。改正の内容といたしましては，指定児童発達支援事業者等が

障害児の送迎を目的とした自動車を運行するときは，自動車にブザー等の装置を備え，降車の確認をするも

のとするものでございます。１年間の経過措置を設けております。 

　ページを返していただきまして，２ページを御覧願います。 

　次に，懲戒に係る権限の濫用禁止でございますが，対象となるサービスは，指定児童発達支援，共生型児

童発達支援及び指定医療型児童発達支援でございます。改正の内容は，親権者の懲戒権に係る規定である民

法第８２２条の削除に伴い，指定児童発達支援事業所等の管理者が親権を行う場合に有する懲戒権の行使に

係る規定を削除するものでございます。 

　３の施行期日につきましては，令和５年４月１日でございます。ただし，懲戒権の行使に係る規定の削除

につきましては，公布の日からとするものでございます。 

　３ページから７ページに新旧対照表を，９ページに参照条文を載せておりますので，後ほど御参照をお願

いいたします。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第９号　水戸市児童福祉施設基準条例の一部を改正する条例について，執行部から説明を願い

ます。 

　野口参事兼子育て支援課長。 

○野口こども部福祉事務所参事兼子育て支援課長　それでは，議案書①の８１ページをお開き願います。 

　市議会議案第９号　水戸市児童福祉施設基準条例の一部を改正する条例について，御説明いたします。 

　説明につきましては，こども部子育て支援課幼児保育課提出の資料を御覧ください。 

　１の改正理由につきましては，国が定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い，関

係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容につきましては，基準省令等に従い定めるべきもの及び基準省令等を参酌すべきものに

ついて，当該省令等のとおり規定いたします。 

　説明につきましては，障害福祉課の説明と重複する内容がございますので，重複していないものについて

御説明させていただきます。 

　まず，安全計画の策定等及び自動車を運行する場合の所在の確認につきましては，重複しておりますので，

省略させていただきます。 

　設備及び人員の共用につきましては，保育所が他の社会福祉施設に併設されている場合において，保育に

支障がない場合は，設備及び人員について共用可能といたします。 

　懲戒に係る権限の濫用禁止につきましても，重複しておりますので省略いたします。 
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　保育所における看護師等の配置の特例につきましては，在籍乳児が４人以上の保育所において，１人に限

り看護師等を保育士として配置することができるとしていた特例を，在籍乳児の人数にかかわらず適用する

ことといたします。ただし，乳児が４人未満である保育所に看護師等を保育士として配置する場合は，子育

てに係る知識と経験を有する看護師等を配置し，保育士の支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならないこととするものでございます。 

　裏面を御覧ください。 

　(2)の基準省令を参酌して，基準のとおり改正するものについて御説明いたします。 

　業務継続計画の策定等につきましては，児童福祉施設は，感染症や非常災害の発生時における業務継続計

画を策定し，職員に対し，必要な研修及び訓練を定期的に実施することに努めなければならないとするもの

でございます。 

　衛生管理等につきましては，児童福祉施設は，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施することに努めなければならないとするものでございます。 

　なお，それぞれの条文において適用となる施設につきましては，米印１が母子生活支援施設及び保育所，

米印２が助産施設，母子生活支援施設及び保育所となってございます。 

　(3)の水戸市児童福祉施設基準条例の規定を準用しております，水戸市幼保連携型認定こども園の設備及

び運営に関する基準を定める条例において，今回の改正に合わせて改正するものといたしましては，懲戒に

係る権限の濫用禁止，設備及び人員の共用，業務継続計画の策定等の３つの条文となってございます。 

　３の施行期日につきましては，令和５年４月１日。ただし，懲戒権の行使に係る規定の削除につきまして

は，公布の日としております。なお，３ページから７ページに新旧対照表，９ページに参照条文を記載して

ございますので，お目通しください。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第１０号　水戸市認定こども園の認定要件を定める条例の一部を改正する条例について，執行

部から説明を願います。 

　松本幼児保育課長。 

○松本幼児保育課長　続きまして，市議会議案第１０号　水戸市認定こども園の認定要件を定める条例の一

部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　議案書①，８３ページをお開きください。あわせまして，幼児保育課提出の参考資料を御覧ください。 

　１の改正理由につきましては，国が定める就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき，内閣総理大臣，文部科学大臣及び厚生労働大臣が定め

る施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い，関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容でございますが，基準告示を参酌すべきものについて，当該告示のとおり規定いたしま

す。 

　説明につきましては，これまでの説明と重複する内容でございますので，省略させていただきます。なお，

適用となる施設につきましては，幼稚園型認定こども園でございます。 
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　３の施行期日につきましては，令和５年４月１日でございます。 

　２ページから４ページに新旧対照表，５ページに参照条文を記載してございます。お目通しください。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第１１号　水戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について，執行部から説明を願います。 

　松本幼児保育課長。 

○松本幼児保育課長　続きまして，市議会議案第１１号　水戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　議案書①，８５ページをお開きください。あわせまして，幼児保育課提出の参考資料を御覧ください。 

　１の改正理由でございますが，国が定める幼保連携型認定こども園の学級の編成，職員，設備及び運営に

関する基準の改正に伴い，関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容でございますが，基準省令に従い定めるべきものについて，当該省令のとおり規定いた

します。説明につきましては，これまでの説明と重複する内容がございますので，重複していないものにつ

いて御説明させていただきます。 

　幼保連携型認定こども園における看護師等の配置の特例につきましては，重複する内容でございますので，

省略させていただきます。 

　看護師等を保育士として配置する場合における教育課程への従事の制限につきましては，１歳未満の子ど

もの数が４人未満である幼保連携型認定こども園に看護師等を保育士として配置する場合は，当該看護師等

は補助者として従事する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならないとするものでございます。

なお，適用となる施設につきましては，幼保連携型認定こども園でございます。 

　３の施行期日につきましては，令和５年４月１日でございます。 

　２ページに新旧対照表，３ページに参照条文も記載してございますので，お目通し願います。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　次に，議案第１２号　水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について，執行部から御説明を願います。 

　松本幼児保育課長。 

○松本幼児保育課長　続きまして，市議会議案第１２号　水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　議案書①，８７ページをお開きください。あわせまして，幼児保育課提出の参考資料を御覧ください。 

　１の改正理由でございますが，国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い，

関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容でございますが，基準省令に従い定めるべきもの及び基準省令を参酌すべきものについ

て，当該省令のとおり規定いたします。 

　説明につきましては，これまでの説明と重複する内容でございますので，省略させていただきます。 
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　なお，適用となる支出につきましては，家庭的保育事業及び小規模保育事業でございます。 

　３の施行期日につきましては，懲戒に係る権限の濫用禁止に係る改正規定については公布の日，その他の

改正規定については，令和５年４月１日でございます。 

　３ページから６ページに新旧対照表を記載してございます。お目通しください。 

　説明は，以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第１３号　水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について，執行部から説明を願います。 

　松本幼児保育課長。 

○松本幼児保育課長　続きまして，市議会議案第１３号　水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　議案書①，８９ページをお開きください。あわせまして，幼児保育課提出の参考資料を御覧ください。 

　１の改正理由につきましては，国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い，関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容につきましては，基準省令に従い定めるべきものについて，当該省令のとおりに規定い

たします。 

　説明につきましては，これまでの説明と重複の内容でございますので，省略させていただきます。 

　なお，適用となる施設につきましては，幼保連携型認定こども園及び保育所でございます。 

　３の施行期日につきましては，公布の日でございます。 

　２ページから３ページに新旧対照表を記載してございます。お目通しください。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　御苦労さまでした。 

　次に，議案第１４号　水戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について，執行部から説明を願います。 

　深谷こども政策課長。 

○深谷こども政策課長　それでは，市議会議案第１４号　水戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして，御説明申し上げます。 

　議案書①，９１ページをお開き願います。 

　内容につきましては，参考資料として提出いたしましたこども部こども政策課資料により御説明申し上げ

ます。 

　初めに，１の改正理由につきましては，国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の改正に伴い，関係規定の整備を行うものでございます。 

　２の主な改正内容につきましては，項目１段目から４段目までにつきまして，全て基準省令を参酌するも

のとし，当該省令のとおり規定いたします。 

　１段目，安全計画の策定等，３段目，業務継続計画の策定等，４段目の衛生管理等の改正の内容につきま
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しては，これまでの説明内容と重複するものとなっておりますので，説明は省略させていただきます。 

　２段目の自動車を運行する場合の所在の確認につきましては，点呼等の方法により児童の所在を確認しな

ければならないこととするとした規定としております。 

　なお，適用施設につきましては，放課後児童健全育成事業所でございます。 

　３の施行期日につきましては，令和５年４月１日でございます。 

　２ページから４ページに新旧対照表を記載してございますので，お目通しください。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第１７号　水戸市立博物館条例の一部を改正する条例について，執行部から説明を願います。 

　小川参事兼歴史文化財課長。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼歴史文化財課長　議案書①，９７ページをお開き願います。 

　市議会議案第１７号　水戸市立博物館条例の一部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　内容につきましては，教育部歴史文化財課提出の資料により御説明いたします。 

　１の改正理由につきましては，博物館法の改正に伴い，関係規定の整備を行うものです。 

　２の主な改正内容につきましては，条例の根拠の改正でありまして，２ページの新旧対照表で御説明いた

します。 

　条例の第１条において，現行では，設置及び管理について，博物館法第１８条の規定に基づくとしており

ますが，博物館法の改正で第１８条が削られるため，公の施設の設置を規定しております，地方自治法第

２４４条の２，第１項に改めるものです。また，条例の第６条につきましては，博物館協議会について定め

ている博物館法第２０条が法改正で条数がずれて第２３条第１項になるため，改めるものでございます。 

　１ページにお戻りいただきまして，３の施行期日につきましては，令和５年４月１日とするものです。 

　３ページには参照条文がございますので，お目通しいただきたいと思います。 

　説明は以上です。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第１８号　水戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例について，執行部から説明を願いま

す。 

　関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長　議案書①，９９ページをお開き願います。 

　市議会議案第１８号　水戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして，御説明いたします。 

　内容につきましては，保健医療部国保年金課提出の資料により御説明させていただきます。 

　１の改正理由でございますが，健康保険法施行令で定める健康保険法に基づく出産育児一時金の額の改正

に準じ，本市の国民健康保険における出産育児一時金の額を改正するため，関係規定の整備を行うものでご

ざいます。 

　２の改正内容でございますが，出産育児一時金の支給額につきまして，４０万８,０００円を４８万

８,０００円に改めるものでございます。 
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　参考といたしまして，下段に改正前と改正後の出産育児一時金の支給総額につきまして記載してございま

す。産科医療補償制度に加入する医療機関等におきまして，被保険者が出産した場合，出産育児一時金に産

科医療補償制度掛金分を加算して支給しております。このたび出産育児一時金の額が４０万８,０００円か

ら４８万８,０００円に引き上げられることになり，加算分を含めた支給総額は４２万円から５０万円とな

るものでございます。 

　３の施行期日等でございますが，令和５年４月１日でございます。なお，施行期日前に出産した被保険者

に係る出産育児一時金の額につきましては，従前の例によるものとするものです。 

　２ページには新旧対照表を，３ページには参照条文を記載しておりますので，お目通し願います。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　それでは，次に，議案第１９号　令和５年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第３款（民生費）中文

教福祉委員会所管分，第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会

所管分並びに第３表債務負担行為中文教福祉委員会所管分について，執行部から順次説明を願います。 

　それでは，第３款民生費からよろしくお願いします。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長　それでは，議案書①の１０１ページをお開き願います。 

　市議会議案第１９号　令和５年度水戸市一般会計予算について御説明いたします。 

　内容につきましては，議案書②の令和５年度予算に関する説明書により御説明いたします。１１０ページ，

１１１ページをお開き願います。 

　３款民生費，１項社会福祉費，１目社会福祉総務費につきましては，前年度比４.３％の増でございます。

主な内容といたしまして，１１１ページの説明欄の上から３つ目の社会福祉経費につきましては，地域福祉

推進のための経費のほか，社会福祉各種団体への助成等に要する経費でございます。 

　ページを返していただきまして，１１２ページ，１１３ページをお開き願います。 

　１つ目の民生委員経費につきましては，民生委員，児童委員の活動に対する助成等に要する経費でござい

ます。 

　一番下の生活困窮者自立支援経費につきましては，生活困窮者自立支援事業に係る事務事業委託や，住居

確保給付金の執行に要する経費でございます。 

　１１４ページ，１１５ページをお願いいたします。 

　ページ中ほどの少子対策経費につきましては，結婚支援に係る経費でございます。 

　母子・父子福祉対策経費につきましては，独り親世帯に対する就業支援等に係る経費でございます。 

　その下の福祉指導経費につきましては，社会福祉施設等に対する一般検査，立地指導等に係る経費でござ

います。 

　以上でございます。 

○袴塚委員長　次，平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長　続きまして，２目障害福祉費につきましては，対前年度比６.１５％の増でございま

す。主な内容といたしましては，１つ目の丸，障害者福祉経費につきましては，障害者就労支援事業や生活
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介護事業の委託，福祉団体への助成等に要する経費でございます。 

　ページを返していただきまして，１１６，１１７ページをお開き願います。 

　１つ目の丸の障害者自立支援給付費につきましては，障害者総合支援法に基づくサービスの給付費等に要

する経費でございます。 

　８番目の丸の総合福祉作業施設運営経費から精神障害者社会復帰施設運営経費につきましては，指定管理

に伴う施設の管理運営や業務委託に要する経費でございます。 

　最下段の障害者福祉施設整備事業費につきましては，既存の施設の防犯対策等に対する補助を利用する経

費でございます。 

　説明は以上でございます。 

○小林高齢福祉課長　続きまして，３目高齢福祉費につきましては，前年度比１.４％の増となっておりま

す。 

　主な内容といたしましては，一番下の丸，高齢者生活支援経費につきまして，在宅福祉サービスや青年後

見支援事業等に要する経費でございます。 

　ページを返していただきまして，１１８，１１９ページをお開き願います。 

　上から２つ目の丸，高齢者福祉施設経費につきましては，いきいき交流センターの管理運営に要する経費

のほか，高齢者福祉施設の防災・減災に係る整備や，介護支援機器等の導入に係る補助の経費でございます。 

　その下の丸のいきいき交流センターあかしあ建設事業費につきましては，令和３年度から着工しておりま

す本体工事に係る経費です。本年１０月の開設を目指すものでございます。 

　次に，下から２つ目の丸，介護保険推進経費につきましては，介護サービス事業所の防災・減災対策等に

係る整備補助に要する経費でございます。 

　以上でございます。 

○関根国保年金課長　続きまして，４目国民年金費につきましては，前年度比３.４％の増でございます。

主な内容といたしましては，国民年金事務に要する職員給与費及び会計年度任用職員給与費，事務費等でご

ざいます。 

　以上でございます。 

○小林高齢福祉課長　続きまして，１２０，１２１ページをお開き願います。 

　５目老人ホーム費につきましては，前年度比４.２％の減となっております。主な内容といたしましては，

老人ホーム運営費といたしまして，開江老人ホームの管理運営に要する経費でございます。 

　以上でございます。 

○関根国保年金課長　続きまして，６目医療福祉費につきましては，前年度比０.１％の増でございます。

主な内容といたしましては，医療福祉事務に要する職員給与費，会計年度任用職員給与費，扶助費及び事務

費でございます。 

　続きまして，７目後期高齢者医療費につきましては，前年度比６.２％の増でございます。主な内容とい

たしましては，茨城県後期高齢者医療広域連合への負担金，高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施，

高齢者の健康診査業務委託及び人間ドック補助金，後期高齢者医療会計の繰出金でございます。 
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　以上でございます。 

○深谷こども政策課長　続きまして，１２２，１２３ページをお開き願います。 

　２項児童福祉費，１目児童福祉総務費につきましては，前年度比２５.８％の増となっております。主な

内容といたしましては，４つ目の丸，小・中学校新入生応援金経費につきまして，新規事業といたしまして，

小・中学校に入学する児童・生徒を持つ世帯に対する応援金の給付に要する経費，３つ目の丸，子育て支援

経費につきましては，市民センター子育て広場ほか，広場や一時預かりなど，子育て支援に係る事業に要す

る経費等。また，次の丸の子育て支援・多世代交流センター運営経費は，わんぱーく・みと，はみんぐぱー

く・みとの指定管理による管理運営に伴う経費でございます。 

　ページを返していただき，１２５ページ，２つ目の丸，こども発達支援センター運営経費につきましては，

こども発達支援センター及び４つの分室の管理運営に要する経費，次の障害児福祉経費につきましては，在

宅で重度の障害のある２０歳未満の児童を養育している保護者に対して支給する特別児童扶養手当に要する

事務経費や，障害児の放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業に要する経費などとなっております。 

　続きまして，２目児童扶助費につきましては，前年度比３.８％の減となっております。主な内容といた

しましては，児童手当，児童扶養手当及び遺児養育手当の支給に要する経費となっております。 

　説明は以上でございます。 

○松本幼児保育課長　続きまして，３目保育所費につきましては，前年度比０.９％の増でございます。主

な内容につきましては，民間保育所や地域型保育事業等に対する施設型給付費でございます。 

　以上でございます。 

○深谷こども政策課長　続きまして，４目放課後児童費につきましては，前年度比１３.５％の減となって

おります。主な内容といたしましては，放課後等に安全で適切な学習及び生活の場を提供する放課後学級の

管理運営に要する経費や，民間学童クラブ運営に係る補助に要する経費となっております。 

　説明は以上でございます。 

○湯澤生涯学習課長　次に，１２８，１２９ページをお開き願います。 

　５目青少年健全育成費につきましては，前年度比１.５％の減でございます。主な内容といたしましては，

子ども会活動に要する経費及び青少年相談員，青少年育成推進会議等に係る経費でございます。 

○櫻井生活福祉課長　続きまして，３項生活保護費，１目生活保護総務費につきましては，前年度比

６.９％の増となっております。主なものといたしましては，生活保護事務を執行する職員の給与及び会計

年度任用職員の報酬や事務の執行に要する経費でございます。 

　続きまして，１３０ページ，１３１ページをお開き願います。 

　２目生活保護扶助費につきましては，前年度比約０.７％の減となっております。主なものといたしまし

ては，生活保護の生活扶助や医療扶助などに要する経費でございます。 

　説明は以上でございます。 

○田中福祉部副部長兼福祉事務所副所長　続きまして，４項災害救助費，１目災害救助費のうち，災害援護

費につきましては，災害時の被災者に対する見舞金や弔慰金に要する経費でございます。 

　以上でございます。 
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○三宅保健医療部保健所参事兼保健総務課長　続きまして，第４款衛生費，１項保健所費，１目保健所管理

費につきましては，前年度比９.５％の増でございます。主な内容といたしましては，保健所職員の給与費

及び保健所運営管理に要する経費でございます。 

　続きまして，１３２，１３３ページをお開き願います。 

　２目医薬費につきましては，前年度比０.９％の減でございます。主な内容といたしましては，医療機関

等の監視指導に係る経費のほか，医療機関や関係団体に対する補助，医師就学資金貸与事業など，医師確保

策の経費となってございます。 

　続きまして，１３４，１３５ページをお開き願います。 

　３目保健衛生費につきましては，前年度比０.９％の増でございます。主な内容といたしまして，食品営

業の許可及び監視指導などに係る経費，食中毒やと畜に係る検査等の経費でございます。 

　続きまして，４目健康増進費につきましては，前年度比１４.０％の増でございます。主な内容といたし

ましては，健康診査やがん検診の実施，健康づくりに要する経費などでございます。 

　続きまして，１３６，１３７ページをお開き願います。 

　５目保健予防費につきましては，前年度比１８.６％の減でございます。主な内容につきましては，定期

予防接種，感染症対策，精神保健等に係る経費でございます。 

　続きまして，１３８，１３９ページをお開き願います。 

　６目動物愛護センター費につきましては，前年度比８.７％の増でございます。主な内容といたしまして

は，動物愛護センターの職員給与費及び動物愛護センターの運営経費などのほか，動物愛護推進経費の動物

愛護の普及啓発や，犬，猫の不妊・去勢手術費の補助に要する経費などでございます。 

　続きまして，７目診療所費につきましては，前年度比０.１％の増でございます。主な内容といたしまし

ては，水戸市休日夜間緊急診療所の運営に要する経費でございます。 

　以上でございます。 

○野口こども部福祉事務所参事兼子育て支援課長　続きまして，１４０ページ，１４１ページをお開き願い

ます。 

　２項母子保健費，１目母子保健費につきましては，前年度比２７％の増でございます。主な内容といたし

ましては，母子保健行政に係る職員給与費のほか，産前産後支援や乳幼児健診に係る費用などでございます。 

　新規事業といたしまして，４つ目及び５つ目の丸，全ての妊婦，子育て家庭が安心して出産し，子育てが

できるよう，出産・子育て応援ギフトの支給とともに，伴走型相談支援を実施するほか，産前産後支援経費

といたしまして，満１歳未満の子どもを持つ子育てに不安を抱える世帯を訪問し，家事や育児を支援する子

育て世帯訪問支援事業の実施。また，健診回数の多い多胎妊娠の妊婦の経済的負担を軽減するため，健診費

用を助成する多胎妊娠の妊婦健診助成事業を実施してまいります。 

　以上でございます。 

○菊池教育委員会事務局教育部参事兼教育企画課長　続きまして，１９２，１９３ページをお開き願います。 

　第１０款教育費について御説明いたします。 

　１項教育総務費，１目教育委員会費につきましては，前年度比０.８％の減でございます。主な内容とい
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たしましては，教育委員４人分の報酬等に要する経費でございます。 

　続きまして，２目事務局費につきましては，前年度比３.５％の増でございます。主な内容といたしまし

ては，１つ目の丸からページを返していただき，１９５ページの上から２つ目の丸までが教育委員会事務局

の運営管理に要する職員給与費などの人件費でございます。また，中段の上から６つ目の丸，私立学校長　　

につきましては，私立の小・中学校及び高等学校などに対する運営費補助でございます。 

　その下の丸，学校保健管理費につきましては，就学児健康診断に要する経費や学校での児童・生徒のけが

などに対する給付を行うための共済加入負担金などの経費でございます。 

　以上でございます。 

○野澤教育研究課長　同じく１９４ページ，１９５ページを御覧ください。 

　３目総合教育研究所費につきましては，前年度比０.８％の増でございます。主な内容といたしまして，

総合教育研究所職員給与費。ページを返していただきまして，１９６，１９７ページにございますとおり，

学力向上事業や英語指導などの会計年度任用職員に要する給与費。水戸スタイルの教育推進経費として，学

力向上に向けた各施策やＩＣＴ教育の推進，芸術教育，いじめ防止に関する施策などに要する経費のほか，

教職員研修及び教育相談に要する経費でございます。 

○和田学校施設課長　続きまして，１９８ページ，１９９ページをお開き願います。 

　２項小学校費，１目小学校管理費につきましては，前年度から２.７％の増でございます。主な内容とい

たしましては，１９９ページの説明欄，上から３つ目の丸，小学校特別支援教育に要する会計年度任用職員

給与費につきましては，支援員の増員に伴う会計年度任用職員の給与費。上から４つ目の丸，小学校運営経

費につきましては，電気料金及び都市ガス料金の 高騰に伴う小学校の光熱水費等を増額いたしております。 

　また，今年度に引き続き学校施設の老朽化に対し，集中的に対応を行う緊急安全対策の実施に係る修繕料

を計上しております。 

　以上でございます。 

○細谷学校管理課長　続きまして，２００，２０１ページをお開き願います。 

　２目小学校教育振興費につきましては，前年度比３.９％の減でございます。主な内容といたしましては，

要保護及び準要保護児童に対する就学援助費の支給に要する経費でございます。 

○和田学校施設課長　続きまして，３目小学校建設費につきましては，前年度から４９.６％の減でござい

ます。主な減額の理由といたしましては，笠原小学校及び吉沢小学校校舎増築事業の完了によるものでござ

います。 

　新年度の主な内容といたしましては，２０１ページの説明欄にございます１つ目の丸，小学校施設設備整

備事業につきましては，今年度に引き続き学校施設の老朽化に対し，集中的に対応を行う緊急安全対策の実

施。学校施設バリアフリー化整備計画に基づくスロープ等の整備や，飯富小学校の体力度調査等でございま

す。 

　次に，上から４つ目の丸，石川小学校長寿命化改良事業，５つ目の丸，寿小学校長寿命化改良事業につき

ましては，当事業に係る仮設校舎の経費や，工事請負費を計上しております。 

　また，下から２つ目，妻里小学校長寿命化改良事業，下から１つ目の丸，酒門小学校校舎増築事業につき
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ましては，それぞれ実施設計業務に係る委託料を新規で計上しております。 

　以上でございます。 

　続きまして，３項中学校費，１目中学校管理費につきましては，前年度から７.１％の増でございます。

ページを返していただきまして，２０２ページ，２０３ページを御覧ください。主な内容といたしましては，

２０３ページの説明欄，１つ目の丸，中学校運営経費につきましては，電気料金及び都市ガス料金の高騰に

伴う中学校の光熱水費を増額いたしております。また，今年度に引き続き学校施設の老朽化に対し，集中的

に対応を行う緊急安全対策の実施に係る修繕料を計上しております。 

　以上でございます。 

○細谷学校管理課長　続きまして，２目中学校教育振興費につきましては，前年度比２８％の減でございま

す。主な内容といたしましては，要保護及び準要保護生徒に対する就学援助費の支給に要する経費でござい

ます。 

○和田学校施設課長　ページを返していただきまして，２０４ページ，２０５ページを御覧ください。 

　３目中学校建設費につきましては，前年度から３８.２％の増でございます。主な内容といたしましては，

２０５ページの説明欄，１つ目の丸，中学校施設設備整備事業につきましては，今年度に引き続き学校施設

の老朽化に対し，集中的に対応を行う緊急安全対策の実施，学校施設バリアフリー化整備計画に基づくス

ロープ等の整備や，飯富中学校の体力度調査等でございます。 

　以上でございます。 

○松本幼児保育課長　続きまして，４項幼稚園費，１目幼稚園管理費につきましては，前年度比３％の増で

ございます。主な内容につきましては，幼稚園運営管理に要する職員や会計年度任用職員の給与費のほか，

幼稚園運営管理経費として，各幼稚園の運営に関する消耗品，光熱水費などの需用費，施設の維持管理に係

わる委託料に要する経費でございます。 

　続きまして，２０６，２０７ページを御覧ください。 

　２目幼稚園建設費につきましては，前年度比２８％減でございます。主な内容につきましては，幼稚園の

修繕等の工事に要する経費でございます。減少の理由につきましては，特定工事の減少によるものでござい

ます。 

　続きまして，３目私立幼稚園費につきましては，前年度比２％の増となっております。私立幼稚園に対す

る施設型給付費でございます。 

　以上でございます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼歴史文化財課長　続きまして，５項社会教育費，１目社会教育総務費

につきましては，対前年度比４１.４％の増でございます。主な内容といたしましては，各種生涯学習講座

などに要する経費，台渡里官衙遺跡群整備に関する経費，遺跡等の保存活用，そしてヒカリモ生息地調査観

察地整備など，文化財の保護に要する経費等でございます。 

○林中央図書館長　続きまして，２目図書館費につきましては，前年度比４.１％の増でございます。主な

内容といたしましては，職員及び会計年度任用職員の給与費，地区図書館５館の指定管理料，学校図書館支

援に要する経費，図書館資料等の購入費でございます。 
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　以上でございます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼歴史文化財課長　続きまして，３目博物館費につきましては，対前年

度比１１.１％の増でございます。主な内容といたしましては，職員と会計年度任用職員の給与費や，特別

展，企画展等の開催に要する経費などでございます。 

○湯澤生涯学習課長　次に，４目青少年活動促進費につきましては，前年度比０.９％の減でございます。

主な内容といたしましては，姉妹都市親善友好少年交歓研修や，各種青少年関連事業への補助金，高校生社

会参加促進事業及び放課後子ども教室に要する経費等でございます。 

　次に，２１２，２１３ページをお開き願います。 

　５目少年自然の家費につきましては，前年度比１７.９％の増でございます。主な内容といたしましては，

職員給与費及び少年自然の家の管理運営に要する経費でございます。増の主な理由でございますが，多目的

ホールのトイレ洋式化工事を実施するとともに，電気代の高騰による光熱水費の増加分でございます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼歴史文化財課長　続きまして，２１４ページ，２１５ページをお開き

願います。 

　６目大串貝塚ふれあい公園費につきましては，対前年比１８.９％の減でございます。主な内容といたし

ましては，職員や会計年度任用職員の給与費，大串貝塚ふれあい公園の運営や，発掘室の遺物整理や，埋蔵

文化財発掘調査費等に要する経費でございます。 

○湯澤生涯学習課長　次に，７目みと好文カレッジ費につきましては，前年度比１.３％の増でございます。

主な内容といたしましては，職員給与費，各種主催講座，家庭教育への支援事業等に要する経費等でござい

ます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼学校保健給食課長　続きまして，２１８，２１９ページをお開き願い

ます。 

　６項保健体育費，３目学校給食共同調理場費につきましては，対前年度比６.７％の減でございます。主

な内容といたしましては，職員や会計年度任用職員の給与費及び学校給食調理等業務委託料など，学校給食

共同調理場の運営に要する経費や，中学校給食における食材料費等でございます。なお，中学校給食費につ

きましては，無償化を実施してまいります。 

　説明は以上でございます。 

○三宅保健医療部保健所参事兼保健総務課長　続きまして，２４２，２４３ページをお開き願います。 

　債務負担行為の調書についてでございます。上から６段目の医師修学資金貸与に係る債務負担（令和５年

度分）につきましては，令和６年度の貸与者を令和５年度中に決定する必要がありますことから，限度額を

４,５２０万円，期間を令和１１年度までとして債務負担を計上するものでございます。 

　その下，医療機関開設等促進に係る債務負担につきましては，医療機関の開設等に係る補助の交付決定か

ら整備完了まで複数年かかることが見込まれますことから，限度額を９,０００万円，期間を令和１３年度

までといたしまして，債務負担を計上するものでございます。 

　その下，地域医療及び地域保健を推進するための寄附講座開設に係る債務負担につきましては，令和６年

度から令和８年度まで３年間の寄附講座開設につきまして，準備行為となる協定の締結を令和５年度中に行
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うため，限度額を４,５００万円，期間を令和８年度までといたしまして，債務負担を計上するものでござ

います。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼学校保健給食課長　続きまして，下から１段目，石川小学校長寿命化

改良に伴う給食室厨房機器購入に係る債務負担につきましては，長寿命化改良工事に伴い実施する給食室の

設計に当たり，厨房機器について具体的に機種を選定し，仕様を決定する必要があることから，限度額を

４,０００万円，期間を令和６年度までといたしまして，債務負担を計上するものでございます。 

　以上でございます。 

○和田学校施設課長　ページを返していただきまして，２４４ページ，２４５ページを御覧ください。 

　寿小学校長寿命化改良に伴う仮設校舎賃貸借に係る債務負担につきましては，長寿命化改良工事に先立っ

て実施いたします仮設校舎の建設期間が複数年にわたることから，限度額を６億４,０００万円，期間を令

和５年度から８年度までといたしまして，債務負担を計上するものでございます。 

　以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第２０号　令和５年度水戸市国民健康保険会計予算について，執行部から説明を願います。 

　関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長　それでは，議案書①の１０９ページをお開き願います。 

　市議会議案第２０号　令和５年度水戸市国民健康保険会計予算につきまして，御説明いたします。 

　令和５年度の国民健康保険会計の総額は，歳入歳出それぞれ２２９億７,８００万円で，前年度比５.７％

の増でございます。 

　内容につきましては，議案書②の令和５年度予算に関する説明書により御説明いたします。議案書②の

２５２，２５３ページを御覧願います。 

　初めに，歳入の主なものについて御説明いたします。 

　１款１項国民健康保険税につきましては，現年課税分と滞納繰越分を合わせた国保税の収納額で，前年度

比１.２％の増となっております。 

　２５４，２５５ページを御覧願います。 

　３款１項２目保険給付費国庫補助金につきましては，先ほども議案第１８号にて御説明させていただきま

したとおり，令和５年度からの出産育児一時金が増額されることに伴い，出産育児一時金補助金として１件

当たり５,０００円の補助金が交付されることになったものでございます。 

　２５６，２５７ページを御覧願います。 

　４款１項１目特定健康診査等負担金につきましては，特定健康診査等の実績に応じて国・県負担分をあわ

せて県から交付される負担金で，前年度比１.５％の減でございます。 

　４款２項１目保険給付費等交付金につきましては，水戸市が支給した被保険者の医療費に係る保険給付費

等について県から交付される交付金で，前年度比３.５％の増でございます。 

　５款１項１目一般会計繰入金につきましては，前年度比５.２％の増でございます。保険基盤安定繰入金

は，低所得者に対する国保税軽減分などを公費で補塡するものでございます。 
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　また，その他繰入金は，職員給与費や事務費等の総務費のほか，出産育児一時金等の財源として一般会計

から繰り入れたものです。 

　２５８，２５９ページを御覧願います。 

　６款１項１目繰越金につきましては，前年度比１７８.６％の増でございます。県へ納付する国保事業費

納付金の増額等に伴い，不足する保険税額を賄うため，予算化しているものでございます。 

　歳入の主なものにつきましては，以上でございます。 

　続きまして，歳出の主なものにつきまして御説明いたします。 

　２６２，２６３ページを御覧願います。 

　１款１項総務管理費につきましては，前年度比１.４％の減でございます。主な内容といたしましては，

一般管理事務に要する職員給与費，会計年度任用職員給与費，事務費及び国保連合会への負担金でございま

す。 

　２項徴税費につきましては，前年度比４.８％の増でございます。主な内容といたしましては，課税事務

に要する職員給与費及び事務費でございます。 

　２６６，２６７ページを御覧願います。 

　２款１項療養諸費につきましては，前年度比４.４％の増でございます。主な内容といたしましては，医

療機関等に支払う療養給付費等でございます。 

　２項出産育児諸費につきましては，前年度比１９.０％の増でございます。先ほどの議案第１８号にて御

説明させていただきましたとおり，令和５年度からの出産育児一時金の増額に伴い，被保険者が出産した場

合，原則５０万円を支給するものでございます。 

　２６８，２６９ページを御覧願います。 

　２款４項高額療養諸費につきましては，前年度比１.６％の減でございます。被保険者が高額な医療を受

け，医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に，その超えた額を支給するものでございます。 

　２７０，２７１ページを御覧願います。 

　３款１項医療給付費納付金，２項後期高齢者支援金等納付金，ページを返していただきまして，３項介護

納付金につきましては，県に納付する国民健康保険事業費納付金で，前年度比１０.９％の増となっており

ます。 

　５款１項１目特定健康診査等事業費につきましては，前年度比３.４％の増でございます。主な内容とい

たしましては，医療保険者に義務づけられております特定健康診査及び特定保健指導の委託料等でございま

す。 

　２７４，２７５ページを御覧願います。 

　５款２項１目保健衛生普及費につきましては，前年度比０.７％の減でございます。主な内容といたしま

しては，生活習慣病予防健診助成経費として，人間ドック受診への補助金等でございます。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第２５号　令和５年度水戸市介護保険会計予算について，執行部から説明を願います。 
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　髙橋介護保険課長。 

○髙橋介護保険課長　それでは，議案書①の１２５ページをお開き願います。 

　市議会議案第２５号　令和５年度水戸市介護保険会計予算について，御説明いたします。 

　令和５年度の介護保険会計の総額は，歳入歳出それぞれ２５２億３,３００万円で，前年度予算に対して

１.９％の増でございます。 

　内容につきましては，議案書②の令和５年度予算に関する説明書により御説明いたします。議案書②の

３５６ページ，３５７ページをお開き願います。 

　初めに，歳入の主なものについて御説明いたします。 

　１款１項１目第１号被保険者保険料につきましては，現年度分と滞納繰越分をあわせた介護保険料の収納

額で，前年度比１.３％の増でございます。 

　３款１項１目介護給付費国庫負担金につきましては，介護給付費のうち，居宅給付費の２０％，施設給付

費の１５％が国の負担分として交付されるもので，前年度比２％の増でございます。 

　３５８ページ，３５９ページをお開き願います。 

　２項国庫補助金につきましては，前年度比１.２％の増でございます。主な内容といたしまして，１目調

整交付金が介護給付費の５％，２目地域支援事業費交付金が介護予防事業費の２５％，包括的支援・任意事

業費の３８.５％を見込むものでございます。 

　４目保険者機能強化推進交付金及び５目介護保険保険者努力支援交付金につきましては，高齢者の自立支

援，重度化防止等への取組に対する交付金でございます。 

　４款１項支払基金交付金につきましては，４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者からの保険料を原資と

いたしまして，社会保険診療報酬支払基金を通じて交付されるもので，前年度比２％の増でございます。 

　続きまして，３６０ページ，３６１ページをお開き願います。 

　５款１項１目介護給付費負担金につきましては，介護給付費のうち，居宅給付費の１２.５％，施設給付

費の１７.５％が県の負担分として交付されるものであり，前年度比２.４％の増でございます。 

　２項１目地域支援事業費交付金につきましては，介護予防事業費の１２.５％，包括的支援・任意事業費

の１９.２５％が県の負担分として交付されるものであり，前年度比２.３％の減でございます。 

　７款１項１目一般会計繰入金につきましては，前年度比１.８％の増でございます。介護給付費等の公費

負担分や，低所得者に対する介護保険料の軽減分を補塡するほか，職員給与費，介護認定に要する事務費の

財源として，一般会計から繰り入れるものでございます。 

　続きまして，３６４ページ，３６５ページをお開き願います。 

　９款３項１目地域支援事業費受託事業収入につきましては，高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的　　

に係る茨城県後期高齢者医療広域連合会からの受託事業収入でございます。 

　歳入の主なものにつきましては，以上でございます。 

　続きまして，歳出の主なものについて御説明いたします。 

　３６６ページ，３６７ページをお開き願います。 

　１款１項１目一般管理費につきましては，介護保険事業に要する職員給与費，一般事務費等で，前年度比
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３.５％の増でございます。 

　２項１目賦課徴収費につきましては，介護保険料の賦課及び徴収に係る事務費で，前年度比４.３％の減

でございます。 

　３６８ページ，３６９ページをお開き願います。 

　３項介護認定費につきましては，介護認定調査及び認定審査会の事務費で，前年度比３.６％の減でござ

います。 

　続きまして，３７０ページ，３７１ページをお開き願います。 

　２款１項介護給付費につきましては，要介護被保険者の居宅及び施設サービス利用に係る給付費で，前年

度比２.２％の増でございます。 

　２項予防給付費につきましては，要支援被保険者の居宅サービス利用に係る給付費で，前年度比

１２.７％でございます。 

　続きまして，３７２ページ，３７３ページをお開き願います。 

　３項審査支払諸費につきましては，介護サービス費の請求に関する審査支払い等を委託する国民健康保険

団体連合会への審査支払いに要する手数料で，前年度比１.２％の増でございます。 

　４項高額介護給付費につきましては，介護サービス及び介護予防サービス利用時の自己負担額が収入に応

じた上限を超えた場合に給付するもので，前年度比２.１％の増でございます。 

　続きまして，３７４ページ，３７５ページをお開き願います。 

　５項高額医療合算介護給付費につきましては，介護保険と医療保険のサービス利用時の自己負担額の合算

額が収入に応じた上限額を超えた場合に給付するもので，前年度比２.８％の増でございます。 

　６項特定入所者介護給付費につきましては，短期入所者を含む施設入所者に対する食費及び医療費の負担

額のための給付費で，前年度比４.３％の減でございます。 

　３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費につきましては，介護予防・生活支援サービス事業に要

する会計年度任用職員給与費のほか，要支援被保険者を対象とした訪問型，通所型サービスケアプラン作成

経費で，前年度比４.１％の増でございます。 

　３７６ページ，３７７ページをお開き願います。 

　２項１目一般介護予防事業費につきましては，一般介護予防事業に要する職員及び会計年度任用職員の給

与費のほか，介護予防普及啓発に係る経費で，前年度比１.６％の増でございます。 

　続きまして，３７８ページ，３７９ページをお開き願います。 

　３項１目包括的支援事業費につきましては，地域包括支援センターの運営に要する経費として，前年度比

０.９％の減でございます。 

　３８０ページ，３８１ページをお開き願います。 

　２目任意事業費につきましては，家族介護支援や介護給付費適正化等の事業に要する経費で，前年度比

２.３％の増でございます。 

　３８４ページから３９３ページにかけましては，給与費明細表を記載してございますので，お目通し願い

ます。 
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　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第２６号　令和５年度水戸市介護サービス事業会計予算について，執行部から説明を願います。 

　小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長　それでは，議案書①の１２９ページをお開き願います。 

　市議会議案第２６号　令和５年度水戸市介護サービス事業会計予算について，御説明いたします。 

　歳入歳出の総額はそれぞれ６,９７０万円で，前年度比２０％の増でございます。詳細につきましては，

議案書②の３９８，３９９ページをお開き願います。 

　歳入の主なものといたしましては．介護予防支援費収入といたしまして，介護報酬の収入を見込んでおり

ます。 

　次に，歳出につきましては，ページを返していただきまして，４００，４０１ページをお開き願います。 

　主なものといたしましては，指定介護予防支援事業経費といたしまして，要支援に対するケアプラン作成

等に係る経費でございます。なお，４０２，４０３ページにつきましては，給与明細書となってございます。 

　以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第２７号　令和５年度水戸市後期高齢者医療会計予算について，執行部から説明を願います。 

　関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長　それでは，議案書①の１３１ページをお開き願います。 

　市議会議案第２７号　令和５年度水戸市後期高齢者医療会計予算につきまして，御説明いたします。 

　令和５年度の後期高齢者医療会計の総額は，歳入歳出それぞれ４２億２,４００万円で，前年度比１.４％

の増でございます。内容につきましては，議案書②の令和５年度予算に関する説明書により御説明いたしま

す。 

　議案書②の４０８，４０９ページをお開き願います。 

　初めに，歳入の主なものについて御説明いたします。 

　１款１項後期高齢者医療保険料につきましては，年金からの特別徴収納付書等で納める普通徴収を合わせ

た保険料の収納額で，現年度分と滞納繰越分を合わせて，前年度比０.３％の増でございます。 

　３款１項一般会計繰入金につきましては，前年度比７.０％の増でございます。後期高齢者医療に係る事

務費及び低所得者に対する保険料の軽減分を一般会計から繰り入れるものでございます。 

　続きまして，歳出の主なものについて御説明いたします。 

　４１２，４１３ページを御覧願います。 

　１款１項１目一般管理費につきましては，前年度比６.５％の増でございます。主な内容といたしまして

は，職員給与費や事務費等でございます。 

　２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては，前年度比１.３％の増でございます。主な

内容といたしましては，茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料及び低所得者に対する保険料の軽

減分を補塡するための保険基盤安定納付金でございます。 
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　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　次に，議案第２８号　令和５年度水戸市母子父子寡婦福祉資金会計予算について，執行部か

ら説明願います。 

　深谷こども政策課長。 

○深谷こども政策課長　それでは，議案書①の１３３ページをお開き願います。 

　市議会議案第２８号　令和５年度水戸市母子父子寡婦福祉資金会計予算について，御説明いたします。 

　予算の総額は歳入歳出それぞれ１,１００万円で，前年度比８.３％減としてございます。内容につきまし

ては，議案書②の令和５年度予算に関する説明書により御説明いたします。 

　議案書②の４３０,４３１ページをお開き願います。 

　初めに，歳入でございます。 

　１款１項１目繰越金は，前年度贈与繰越金，現年度と同額の１００万円。 

　２款１項１目母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入につきましては，元金収入と未収入から成り，前年度

比９.６％の減で見込んでおります。 

　２項１目雑入は，滞納に伴い発生する違約金，前年度比１.７％の減で見込んでおります。 

　続きまして，歳出につきましては，４３２，４３３ページをお開き願います。 

　１款１項１目母子父子寡婦福祉資金費は，前年度比１０.１％の減となっております。内訳は，貸付金の

ほか，システム保守等に係る委託料などでございます。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　次に，議案第３３号　令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）中第１表中歳出中第

３款（民生費），第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管

分並びに第２表継続費補正中第３款（民生費）及び第１０款（教育費）並びに第３表債務負担行為補正中文

教福祉委員会所管分について，執行部から順次説明を願います。 

　第３款民生費の社会福祉費について，小林高齢福祉課長。 

○小林高齢福祉課長　それでは，議案書⑥，５ページをお開き願います。 

　市議会議案第３３号　令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）につきまして御説明いたします。 

　詳細につきましては，議案書⑦令和４年度補正予算に関する説明書により御説明いたします。 

　１０ページ，１１ページをお開き願います。 

　３款民生費，１項社会福祉費，３目高齢福祉費，いきいき交流センターあかしあ建設事業につきましては，

請負契約額にあわせ減額補正するものでございます。 

　以上でございます。 

○深谷こども政策課長　続きまして，２項児童福祉費，１目児童福祉総務費につきまして，説明欄の子育て

支援経費，子育て支援・多世代交流センター運営経費，地域子育て支援拠点経費につきましては，国の補正

予算に伴い，つどいの広場やわんぱーく，はみんぐぱーく等を対象に，新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止対策として，感染者等が発生した場合に，感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため，

消毒液等の衛生用品の購入等に係る経費としまして，事業費及び補助金をあわせて５４０万円増額補正する
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ものでございます。 

　ページを返していただきまして，１３ページの障害児福祉経費につきましては，子どもの安心・安全対策

を図るため，児童発達支援事業所等が所有する送迎用車両への安全装置の導入支援及び登園管理システム等

の導入支援等に係る経費といたしまして，あわせて５,３１７万５,０００円を増額補正するものでございま

す。 

　説明は以上でございます。 

○松本幼児保育課長　続きまして，３目保育所費につきましては，説明欄の市立保育所運営経費，民間保育

所等運営経費，地域型保育経費につきまして，保育所等において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

を図るため，感染者が発生した場合などに感染症対策の徹底を図りながら，事業を継続的に実施するため，

国の補助金を活用し，消毒液等の衛生用品の購入等に係る経費として，事業所及び民間保育所等への補助金

をあわせて５,４８０万円増額補正するものでございます。 

　また，民間保育所等運営経費につきまして，私立幼保連携型認定こども園における子どもの安全対策を図

るため，国の補助金を活用し，車内の幼児等の所在の見落としを防止するため，２施設７台分の送迎用車両

への安全装置の導入支援として，補助金を１２２万５,０００円増額補正するものであります。合計で

５,６０２万５,０００円増額補正するものでございます。 

　以上です。 

○深谷こども政策課長　続きまして，４目放課後児童費につきましては，１つ目の丸，放課後学習経費につ

きまして，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として，感染者等が発生した場合に，感染症対策

の徹底を図りながら事業を継続していくため，消毒液等の衛生用品の購入等に係る経費としまして，需用費

を３,０８０万円増額補正するものでございます。 

　２つ目の丸，学童クラブ経費につきましては，民間学童クラブにおける新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止対策補助に加えて，児童の安心・安全対策を図るため，事業所が所有する送迎用車両への安全装置

の導入支援，また，ＩＣＴ推進事業といたしまして，外国人の子育て家庭が事業を円滑に利用できるよう，

多言語音声翻訳システム等の導入支援のため，あわせて補助金１,３１３万６,０００円を増額補正するもの

でございます。いずれも国の補正予算に伴うものでございます。 

　説明は以上でございます。 

○三宅保健医療部保健所参事兼保健総務課長　続きまして，４款衛生費，１項保健所費，６目動物愛護セン

ター費でございますが，昨年７月に募集を開始いたしました，動物愛護推進寄附金につきまして，さらなる

動物愛護事業の推進に向けまして，今年度分の寄附金を基金として積み立てるため，３００万円を増額補正

するものでございます。 

　以上でございます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼学校保健給食課長　続きまして，１６，１７ページをお開き願います。 

　１０款教育費，２項小学校費，１目小学校管理費につきましては，令和５年度における学校給食の賄い材

料費の物価高騰対策経費として，令和４年度に交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を財源として活用するため，１億５,２００万円を令和５年度予算から前倒しして増額補正するものでご
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ざいます。あわせて，繰越明許費を定めることで，令和５年度当初予算に位置づけた賄い材料費と一体的に

活用してまいります。 

○和田学校施設課長　次に，３目小学校建設費につきましては，１７ページの説明欄にございます１つ目の

丸，小学校施設設備整備事業費につきましては，吉沢小学校校舎トイレ大規模改造工事及び千波小学校屋内

運動場トイレ大規模改造工事に係る工事請負費につきまして，国の令和４年度補正予算等を活用して整備を

実施するため，増額補正を行うものでございます。 

　次に，３つ目の丸，渡里小学校長寿命化改良事業につきましては，仮設校舎の解体工事を含めた全体のス

ケジュールについて翌年度まで延伸するもので，仮設校舎の解体工事に係る使用料及び賃貸借等について，

令和４年度から減額補正し，後ほど御説明いたします継続費の年割額を変更するものでございます。なお，

校舎の長寿命化改良工事につきましては，完成しておりまして，現在供用開始しております。 

　次に，４つ目の丸，石川小学校長寿命化改良事業費，５つ目の丸，梅が丘小学校屋内運動場長寿命化改良

事業費につきましては，長寿命化改良に係る工事請負費につきまして，国の令和４年度補正予算を活用して

整備を実施するため，増額補正を行うものでございます。 

　以上でございます。 

○松本幼児保育課長　続きまして，１８ページ，１９ページを御覧ください。 

　４項幼稚園費，１目幼稚園管理費につきましては，幼稚園等において新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止を図るため，感染者が発生した場合などに感染症対策の徹底を図りながら，事業を継続的に実施する

ため，国の補助金を活用し，消毒液等の衛生用品の購入等に係る経費として４９０万円増額補正するもので

ございます。 

　また，市立幼保連携型認定こども園における子どもの安全対策を図るため，国の補助金を活用し，車内の

幼児等の所在の見落としを防止するため，１施設２台分の送迎用車両への安全装置のうち，装備に係る経費

として３５万円増額補正するものでございます。合計で５２５万円増額補正するものでございます。 

　以上でございます。 

○小川教育委員会事務局教育部参事兼学校保健給食課長　次に，６項保健体育費，３目学校給食共同調理場

費につきましては，先ほどの小学校費と同様に，令和５年度における中学校給食の賄い材料費の物価高騰対

応経費として，令和４年度に交付されました，国の地方創生臨時交付金を財源として活用するため，

９,２００万円を前倒しして増額補正するものでございます。あわせて繰越明許費を定めることで，令和

５年度当初予算に位置づけました賄い材料費と一体的に執行してまいります。 

　以上でございます。 

○小林高齢福祉課長　続きまして，２０，２１ページをお開き願います。 

　継続費の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する補正につきまして御説明いたします。 

　ページの中ほど，３款民生費，１項社会福祉費，いきいき交流センターあかしあ建設事業につきましては，

事業の進捗にあわせ，増額や各年度の年割額などを減額するものでございます。 

　以上でございます。 

○和田学校施設課長　続きまして，２２ページ，２３ページをお開きください。 
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　１０款教育費，２項小学校費につきまして，１段目，渡里小学校長寿命化改良事業につきましては，先ほ

ど御説明いたしました，仮設校舎の解体に要する工期を翌年度まで延伸するため，令和４年度の一部を令和

５年度へ，継続費の年割額を変更するものでございます。総事業費の変更はございません。 

　続きまして，２段目，石川小学校長寿命化改良事業につきまして，当初，令和５年度からの継続事業を予

定しておりましたが，国の令和４年度補正予算を活用するため，令和４年度から４か年の継続事業として調

書のとおり計上するものでございます。 

　以上でございます。 

○深谷こども政策課長　続きまして，債務負担行為補正について御説明申し上げます。 

　２４，２５ページをお開き願います。 

　４段目，子育て支援・多世代交流センター管理運営に係る債務負担につきましては，電気料金の高騰に伴

い，限度額の変更を行うものでございます。変更前の額３億８,５５０万円に変更額を１,１４０万円加えま

して，変更後の額を３億９,６９０万円としてございます。債務負担行為期間は，令和４年度から令和８年

度までとなっております。 

　説明は以上でございます。 

○林中央図書館長　続きまして，６段目，水戸市立東部図書館等管理運営に係る債務負担につきましては，

電気料金等の高騰に伴い，限度額の変更を行うものでございます。変更前の額１２億８３０万円に変更額を

５,５５０万円加えまして，変更後の額を１２億６,３８０万円としてございます。債務負担行為期間は，令

和３年度から令和７年度までとなっております。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　次に，議案第３４号　令和４年度水戸市国民健康保険会計補正予算（第２号）について，執行部から説明

を願います。 

　関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長　それでは，議案書⑥の１５ページをお開き願います。 

　市議会議案第３４号　令和４年度水戸市国民健康保険会計補正予算（第２号）について，御説明いたしま

す。 

　令和４年度水戸市国民健康保険会計の補正につきましては，歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億

８,０００万円追加し，予算総額を２２１億１,７７６万７,０００円とするものでございます。 

　内容につきましては，議案書⑦令和４年度補正予算に関する説明書により御説明いたします。 

　議案書⑦の４２，４３ページを御覧願います。 

　初めに，歳入についてでございますが，４款２項１目保険給付費等交付金につきまして，一般被保険者療

養給付費の財源として，県から交付される普通交付金を増額するものでございます。 

　次に，歳出についてでございますが，２款１項１目一般被保険者療養給付費につきまして，被保険者に係

る医療費が当初の見込みよりも増加していることに伴い，保険者負担分である療養給付費に不足が生じるこ

とから，増額補正をするものでございます。 
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　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　次に，報告第１号　専決処分について（令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１０号））

中別表中歳出について，執行部から説明を願います。 

　深谷こども政策課長。 

○深谷こども政策課長　それでは，議案書⑥，３４ページ，３５ページをお開き願います。 

　報告第１号　専決処分について，御説明いたします。 

　昨年１２月に成立した国の２次補正予算を踏まえ，出産子育て応援ギフト及び伴走型相談支援に係る経費

について，補正措置を講じました。事務執行上，急を要したことから，地方自治法第１７９条第１項の規定

に基づき，令和４年度水戸市一般会計補正予算（第１０号）につきまして，３５ページの別表のとおり，令

和５年１月２５日付で処分いたしましたので，同条第３項の規定により報告し，承認を求めるものでござい

ます。内容につきましては，議案書⑨，令和４年度補正予算に関する説明書４ページ，５ページをお開き願

います。 

　歳出，４款衛生費，２項母子保健費，１目母子保健費につきましては，出産・子育て応援ギフト経費とし

まして，２億９,８５０万円を増額補正しております。妊娠期と出産後に経済的支援を行う出産・子育て応

援給付金に要する経費と，事業に伴う事務費などとなってございます。 

　また，経済的支援と一体的に実施する伴走型相談支援に要する経費としまして，システム改修費用など，

３３０万円を増額補正しております。応援給付金の支給額は，妊娠時に妊婦１人当たり５万円，出産後に子

ども１人当たり５万円でございます。３月１日から事業を開始しております。 

　本事業につきましては，国の出産・子育て応援交付金を活用し，実施してまいります。 

　説明は以上でございます。 

○袴塚委員長　ありがとうございました。 

　以上で，提出議案についての説明は全て終了いたしました。 

　それでは，本日の委員会はこの程度にして散会いたしたいと思います。 

　また，明日の委員会でございますけれども，午前１１時から開会をいたしたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

　それでは，以上をもちまして，本日の文教福祉委員会を散会いたします。 

　お疲れさまでした。 

午前１１時３５分　散会


